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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動ブレーキアクチュエータと電動ブレーキ制御装置とを備え、前記電動ブレーキアク
チュエータは、ブレーキロータと、このブレーキロータと接触させる摩擦材と、電動モー
タと、この電動モータにより前記摩擦材を前記ブレーキロータと接触させる摩擦材操作手
段と、この摩擦材操作手段により前記摩擦材とブレーキロータとの接触面に発生する押圧
力に相当する値を検出する荷重センサとを有し、前記電動ブレーキ制御装置は、ブレーキ
操作手段から与えられる指令値に従い前記摩擦材とブレーキロータとの接触面の押圧力を
追従制御する主制御手段を有する電動ブレーキ装置において、
　前記電動ブレーキ制御装置が、前記荷重センサの出力を用いて前記押圧力を推定する直
接荷重推定手段と、前記荷重センサの出力を用いずに前記押圧力を推定する間接荷重推定
手段と、ヒステリシス補間手段とを有し、
　前記直接荷重推定手段が、前記押圧力の増圧量と前記荷重センサの出力変化との相関で
ある第一の推定相関に基づいて前記押圧力の推定を行う第一の推定相関利用推定部と、前
記押圧力の減圧量と前記荷重センサの出力変化との相関である第二の推定相関に基づいて
前記押圧力の推定を行う第二の推定相関利用推定部とを有し、
　前記ヒステリシス補間手段が増減圧切替判断部と制御切替部とを有し、
　前記増減圧切替判断部は、前記押圧力の増圧動作が減圧動作に切り替わる判断と、減圧
動作が増圧動作に切り替わる判断とを行い、
　前記制御切替部は、前記直接荷重推定手段が出力する前記第一または第二の推定相関利



(2) JP 6752668 B2 2020.9.9

10

20

30

40

50

用推定部が推定した前記押圧力に基づく荷重追従制御を前記主制御手段が実行する時に、
前記増減圧切替判断部の判断結果による前記増圧動作と減圧動作の切り替わり後、前記電
動ブレーキアクチュエータの駆動量が所定量に達するまでの状態においては前記間接荷重
推定手段に基づく追従制御を前記主制御手段に実行させ、前記電動ブレーキアクチュエー
タの駆動量が前記所定量を超過した後の状態においては前記増圧動作と減圧動作の切り替
わる前の相関とは別の前記第一または第二の推定相関利用推定部が推定した前記押圧力に
基づく荷重追従制御を前記主制御手段に実行させる、
　ことを特徴とする電動ブレーキ装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電動ブレーキ装置において、前記電動モータの角度を推定する角度推
定手段を備え、前記間接荷重推定手段が、前記角度推定手段で推定される前記電動モータ
の角度と前記押圧力との相関に基づき前記押圧力を推定する電動ブレーキ装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の電動ブレーキ装置において、前記電動モータの電流を推定する電流推
定手段を備え、前記間接荷重推定手段が、前記電動モータの電流と前記押圧力との相関に
基づき前記押圧力を推定する電動ブレーキ装置。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３の何れか１項に記載の電動ブレーキ装置において、前記電動モ
ータの角度を推定する角度推定手段を備え、前記増減圧切替判断部が、前記角度推定手段
で推定された角度を用いて、前記電動モータの角度の変化方向が反転する状況において、
増圧動作と減圧動作の切り替わりを判断する電動ブレーキ装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４の何れか１項に記載の電動ブレーキ装置において、前記電動モ
ータの角度を推定する角度推定手段を備え、前記制御切替部は、前記間接荷重推定手段か
ら直接荷重推定手段に切り替えるときの前記電動ブレーキアクチュエータの駆動量につい
て、前記電動モータ角度の変化量に基づき判断する電動ブレーキ装置。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項４の何れか１項に記載の電動ブレーキ装置において、前記制御切
替部は、前記間接荷重推定手段から直接荷重推定手段に切り替えるときの前記電動ブレー
キアクチュエータの駆動量について、前記荷重センサ出力の変化量に基づき判断する電動
ブレーキ装置。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６の何れか１項に記載の電動ブレーキ装置において、前記電動ブ
レーキアクチュエータは、自動車の車輪の制動を行う電動ブレーキ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、自動車、産業機械、工作機械、運搬機械等に用いられる電動ブレーキ装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電動モータ、直動機構、減速機を使用した電動ブレーキ用アクチュエータ（特許
文献１）や、遊星ローラ機構、電動モータを使用した電動アクチュエータ（特許文献２）
が提案されている。また、歪みゲージで押圧力を検出する電動ブレーキが提案されている
（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０６－３２７１９０号公報
【特許文献２】特開２００６－１９４３５６号公報
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【特許文献３】特開２００１－５０７７７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば特許文献１～３のような、電動アクチュエータを用いた電動ブレーキ装置におい
て、特許文献３のような摩擦材の押圧力を検出する１軸荷重センサを設け、押圧力を制御
する手法とすると、安価で高精度な制御が実現できると考えられる。
　このとき、前記荷重センサとして、例えば押圧動作に伴って変形を生じる部材に対して
変位センサや歪センサを適用し、前記変位や歪等を予め取得しておいた相関に基づいて押
圧力に変換する手法を用いると、安価で省スペースな押圧力センサが構成できる。
【０００５】
　しかしながら、前記押圧動作に伴う変形は、センサの耐環境性やアクチュエータ部品製
造上の都合から、複数部品の接触部を介して伝達される力による場合が多い。この時、前
記の接触部における摩擦力等に起因して、実際の押圧力とセンサ出力との相関にヒステリ
シスが生じ、検出精度が低下する場合がある。
【０００６】
　上記の対策として、例えば摩擦材或いはその近傍に直接センサ等を設ける場合、ブレー
キロータと摩擦材との摩擦熱に耐え得るセンサでなければならないため、実現は極めて困
難である。また、その他の対策として、ヒステリシスの原因となる摩擦接触部を無くす場
合、構成部品を接触部が無い単一の部材として構成するのは、部品製造や組立工程の観点
から極めて困難である。
【０００７】
　この発明の目的は、上記課題を解消し、荷重センサのヒステリシスが適切に補償される
ことで、制動の制御精度が向上し、また荷重センサにヒステリシスが許容されることで設
計が容易になり、低コストや省スペース設計が可能となる電動ブレーキ装置を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明の電動ブレーキ装置は、電動ブレーキアクチュエータ１と電動ブレーキ制御装
置２とを備える。前記電動ブレーキアクチュエータ１は、ブレーキロータ７と、このブレ
ーキロータ７と接触させる摩擦材８と、電動モータ３と、この電動モータ３により前記摩
擦材８を前記ブレーキロータ７と接触させる摩擦材操作手段９と、この摩擦材操作手段９
により前記摩擦材８とブレーキロータ７との接触面に発生する押圧力に相当する値を検出
する荷重センサ６とを有し、電動ブレーキ制御装置２はブレーキ操作手段９から与えられ
る指令値に従い前記摩擦材８とブレーキロータ７との接触面の押圧力を追従制御する主制
御手段１１を有する。
この構成の電動ブレーキ装置において、
　前記電動ブレーキ制御装置２が、前記荷重センサ６の出力を用いて前記押圧力を推定す
る直接荷重推定手段１７と、前記荷重センサ６の出力を用いずに前記押圧力を推定する間
接荷重推定手段１８と、ヒステリシス補間手段１９とを有し、
　　前記直接荷重推定手段１７が、前記押圧力の増圧量と前記荷重センサ６の出力変化と
の相関である第一の推定相関に基づいて前記押圧力の推定を行う第一の推定相関利用推定
部１７ａと、前記押圧力の減圧量と前記荷重センサ６の出力変化との相関である第二の推
定相関に基づいて前記押圧力の推定を行う第二の推定相関利用推定部１７ｂとを有し、
　前記ヒステリシス補間手段１９が増減圧切替判断部１９ａと制御切替部１９ｂとを有し
、
　前記増減圧切替判断部１９ａは、前記押圧力の増圧動作が減圧動作に切り替わる判断と
、減圧動作が増圧動作に切り替わる判断とを行い、
　前記制御切替部１９ｂは、前記直接荷重推定手段１７が出力する前記第一または第二の
推定相関利用推定部１７ａ，１７ｂが推定した前記押圧力に基づく荷重追従制御を前記主
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制御手段１１が実行する時に、前記増減圧切替判断部１９ａの判断結果による前記増圧動
作と減圧動作の切り替わり後、前記電動ブレーキアクチュエータ１の駆動量が所定量に達
するまでの状態においては前記間接荷重推定手段１８に基づく追従制御を前記主制御手段
１１に実行させ、前記電動ブレーキアクチュエータ１の駆動量が前記所定量を超過した後
の状態においては前記増圧動作と減圧動作の切り替わる前の相関とは別の前記第一または
第二の推定相関利用推定部１７ａ，１７ｂが推定した前記押圧力に基づく荷重追従制御を
前記主制御手段１１に実行させる、
　ことを特徴とする。
【０００９】
　この構成によると、荷重センサ６を用いて摩擦材８とブレーキロータ７との接触荷重を
制御する電動ブレーキ装置において、荷重センサ６にヒステリシスを生じる増圧と減圧と
が切り替わる際に、切り替わり後の所定範囲において荷重センサ６を用いずに制御を行う
。前記所定の範囲では、電動ブレーキ装置の剛性に依存した荷重と角度との相関等に基づ
いて間接荷重推定手段１８が推定した荷重を用いて制御を行う。
　このため、荷重センサ６のヒステリシスが適切に補償されることで、電動ブレーキ装置
の制御精度が向上する。また、荷重センサ６にヒステリシスが許容されることで設計が容
易になり、低コストや省スペース設計が可能となる。
【００１０】
　この発明において、前記電動モータ３の角度を推定する角度推定手段を備え、前記間接
荷重推定手段１８が、前記角度推定手段で推定される前記電動モータ３の角度と前記押圧
力との相関に基づき前記押圧力を推定するようにしても良い。
　電動ブレーキ装置の剛性に依存して、ブレーキ荷重とモータ角度とに相関が生じる。そ
のため、モータ角度によるフィードバック制御が可能となる。間接荷重推定手段１８によ
る荷重推定は、高精度を得ることが難しいが、限られた範囲で用いるのであれば、ある程
度精度の良い押圧力の推定が行える。
【００１１】
　この発明において、前記電動モータ３の電流を推定する電流推定手段を備え、前記間接
荷重推定手段１８が、前記電動モータ３の電流と前記押圧力との相関に基づき前記押圧力
を推定するようにしても良い。
　モータ電流とブレーキ荷重との相関は、電動ブレーキアクチュエータの効率やモータ特
性等に依存する。そのため、モータ電流によるフィードバック制御が可能となる。間接荷
重推定手段１８による荷重推定は、高精度を得ることが難しいが、限られた範囲で用いる
のであれば、ある程度精度の良い押圧力の推定が行える。
【００１２】
　この発明の電動ブレーキ装置において、前記電動モータ３の角度を推定する角度推定手
段を備え、前記増減圧切替判断部１９ａが、前記角度推定手段で推定された角度を用いて
、前記電動モータ３の角度の変化方向が反転する状況において、増圧動作と減圧動作の切
り替わりを判断するようにしても良い。
　例えば前記荷重センサ６のヒステリシスが比較的大きい場合などにおいて、増圧動作と
減圧動作の切り替わりの判断を荷重センサ６で行うことは困難となりうるが、そのような
場合においてもモータの角度により容易に判断することができる。
【００１３】
　この発明において、前記電動モータ３の角度を推定する角度推定手段を備え、前記制御
切替部１９ｂは、前記間接荷重推定手段１８から直接荷重推定手段１７に切り替えるとき
の前記電動ブレーキアクチュエータ１の駆動量について、前記電動モータ角度の変化量に
基づき判断するようにしても良い。
　増圧動作と減圧動作の切り替わりの判断を荷重センサ６で行うことは困難であるが、電
動ブレーキアクチュエータ１の駆動量により判断することができる。
【００１４】
　この発明において、前記制御切替部１９ｂは、前記間接荷重推定手段１８から直接荷重
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推定手段１７に切り替えるときの前記電動ブレーキアクチュエータ１の駆動量について、
前記荷重センサ６の出力の変化量に基づき判断するようにしても良い。
　例えば前記荷重センサ６のヒステリシスが比較的小さい場合は、荷重センサの出力を用
いて荷重追従制御に切り替えるか否かの判断が適切に行える。
【００１５】
　この発明において、前記電動ブレーキアクチュエータ１は、自動車の車輪の制動を行う
ものであっても良い。
　自動車のブレーキに適用した場合、この発明における、荷重センサ６のヒステリシスが
適切に補償されることで、制動の制御精度が向上するという効果が、走行の安全性および
運転フィーリングの向上の上で効果的に得られ、またヒステリシスが許容されることで設
計が容易になり、省スペース設計が可能となることによる車室空間の増大等の効果が期待
できる。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明の電動ブレーキ装置は、電動ブレーキアクチュエータと電動ブレーキ制御装置
とを備え、前記電動ブレーキアクチュエータは、ブレーキロータと、このブレーキロータ
と接触させる摩擦材と、電動モータと、この電動モータにより前記摩擦材を前記ブレーキ
ロータと接触させる摩擦材操作手段と、この摩擦材操作手段により前記摩擦材とブレーキ
ロータとの接触面に発生する押圧力に相当する値を検出する荷重センサとを有し、前記電
動ブレーキ制御装置は、ブレーキ操作手段から与えられる指令値に従い前記摩擦材とブレ
ーキロータとの接触面の押圧力を追従制御する主制御手段を有する電動ブレーキ装置にお
いて、前記電動ブレーキ制御装置が、前記荷重センサの出力を用いて前記押圧力を推定す
る直接荷重推定手段と、前記荷重センサの出力を用いずに前記押圧力を推定する間接荷重
推定手段と、ヒステリシス補間手段とを有し、前記直接荷重推定手段が、前記押圧力の増
圧量と前記荷重センサの出力変化との相関である第一の推定相関に基づいて前記押圧力の
推定を行う第一の推定相関利用推定部と、前記押圧力の減圧量と前記荷重センサの出力変
化との相関である第二の推定相関に基づいて前記押圧力の推定を行う第二の推定相関利用
推定部とを有し、前記ヒステリシス補間手段が増減圧切替判断部と制御切替部とを有し、
前記増減圧切替判断部は、前記押圧力の増圧動作が減圧動作に切り替わる判断と、減圧動
作が増圧動作に切り替わる判断とを行い、前記制御切替部は、前記直接荷重推定手段が出
力する前記第一または第二の推定相関利用推定部が推定した前記押圧力に基づく荷重追従
制御を前記主制御手段が実行する時に、前記増減圧切替判断部の判断結果による前記増圧
動作と減圧動作の切り替わり後、前記電動ブレーキアクチュエータの駆動量が所定量に達
するまでの状態においては前記間接荷重推定手段に基づく追従制御を前記主制御手段に実
行させ、前記電動ブレーキアクチュエータの駆動量が前記所定量を超過した後の状態にお
いては前記増圧動作と減圧動作の切り替わる前の相関とは別の前記第一または第二の推定
相関利用推定部が推定した前記押圧力に基づく荷重追従制御を前記主制御手段に実行させ
るため、荷重センサのヒステリシスが適切に補償されることで、制動の制御精度が向上し
、また荷重センサにヒステリシスが許容されることで設計が容易になり、低コストや省ス
ペース設計が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】この発明の一実施形態に係る電動ブレーキ装置の概念構成を示すブロック図であ
る。
【図２】（Ａ）は電動ブレーキにおける押圧力とセンサ出力の関係の単調増減とヒステリ
シスを示すクラフ、（Ｂ）はモータ角度と押圧力との関係を示すグラフである。
【図３】（Ａ）は従来のフィードバック制御を行う場合の時間と押圧力の関係を示すグラ
フ、（Ｂ）はこの実施形態における時間と押圧力の関係を示すグラフである。
【図４】同電動ブレーキ装置の電動ブレーキアクチュエータの構成例を示す正面図である
。
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【発明を実施するための形態】
【００１８】
　この発明の一実施形態を図１ないし図４と共に説明する。図１は、電動アクチュエータ
１と、電動ブレーキ制御装置２とからなる電動ブレーキ装置の構成例を示す。なお、この
構成例はこの提案に必要となる構成を示したものであり、例えば電源装置や、サーミスタ
等のその他センサ等、実際のシステム構成に必要となる構成は本図によらず適宜設けられ
る。この電動ブレーキ装置は、例えば、自動車（図示せず）における車輪の制動、産業機
械、工作機械、運搬機械等に用いられる。
【００１９】
　電動アクチュエータ１は、電動モータ３と、直動機構等を有する摩擦材操作手段４と、
角度センサ等からなる角度推定手段５と、押圧力センサ等からなる荷重センサ６とを備え
る。
　図４に示すように、電動アクチュエータ１は、具体例を挙げると、ブレーキロータ７と
摩擦材８とを有し、前記電動モータ３の回転により前記摩擦材操作手段４を介して前記摩
擦材８をブレーキロータ７に押し付け状態に接触させることにより制動力を発生させる。
ブレーキロータ７はブレーキディスクであってもブレーキドラムであっても良い。摩擦材
８は、ブレーキパッド等からなる。摩擦材操作手段４は、回転運動を直線運動に変換して
前記摩擦材８を進退させる直動機構４ａと、電動モータ３の回転を減速して直動機構４ａ
に伝達する減速機４ｂを有する構成とされる。電動モータ３は、例えば、永久磁石同期電
動機により構成される。その場合、省スペースで高トルクとなり好適である。電動モータ
３は、この他に、ブラシを用いたＤＣモータや、永久磁石を用いないリラクタンスモータ
、あるいは誘導モータ等であっても良い。直動機構４ａは、遊星ローラねじ、ボールねじ
等の各種ねじ機構や、ボールランプ等、回転軸周方向の傾斜により回転運動を直進運動に
変換する各種機構を用いることができる。
【００２０】
　図１の角度推定手段５は、例えばレゾルバや磁気エンコーダ等を用いることが、高精度
かつ高信頼性であり好適であるが、光学式エンコーダ等の各種センサを適用することもで
きる。角度推定手段５は、角度センサを用いずに、電圧と電流との関係等からモータ角度
を推定する角度センサレス推定を行う手段であっても良い。
　荷重センサ６は、例えば変位を検出する磁気センサ、歪センサ、圧力センサ等を用いる
ことができる。
【００２１】
　ブレーキ制御装置２は、ブレーキ操作手段９から与えられる指令値に従い電動ブレーキ
アクチュエータ１を制御する手段であり、基本的な構成として、前記摩擦材８（図４参照
）とブレーキロータ７との接触面の押圧力を前記ブレーキ操作手段９の出力する指令値に
追従制御する主制御手段１１および荷重変換器１２を有する。
【００２２】
　荷重変換器１２は、ブレーキ操作手段９の操作を荷重指令値に変換する。この変換は所
定のルックアップテーブル（図示せず）等より参照するものであっても良く、数式等によ
り適宜演算するものであっても良い。
【００２３】
　主制御手段１１は、ブレーキ荷重制御器１３、モータ電流制御器１４、およびモータド
ライバ１５を有する。
　ブレーキ荷重制御器１３は、押圧力の指令値に対してフィードバック押圧力を追従させ
るようにサーボ制御を行う。ブレーキ荷重制御器１３の制御形式としては、ＰＩＤ制御や
、状態フィードバック制御、その他非線形制御や適応制御等を適宜用いることができる。
また、図１においては、ブレーキ荷重制御器１３が出力する操作量としてモータ電流指令
値を出力する例を示している。この電流指令値を生成する上で、トルクや回転数に応じた
電流マップや電流導出式等を用いると、高性能なモータ制御が実行できる。ただし、主制
御手段１１を構成する制御系は、同図の構成に限定されるものではなく、例えば角速度制
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御器や角度制御器を用いる構成としても良い。
【００２４】
　モータ電流制御器１４は、モータ電流指令値に対して、電流センサ等からなる電流推定
手段１６で検出されるモータ駆動電流のフィードバック電流を追従させるようサーボ制御
を行う。モータ電流制御器１４は、制御形式とし、ＰＩＤや状態フィードバック、その他
非線形制御や適応制御等を適宜用いることができ、非干渉制御に代表されるフィードフォ
ワード制御を併用しても良い。また、前記ブレーキ荷重制御器１３と前記モータ電流制御
器１４を含めた運動方程式として構成し、一つの制御演算ループとしても良い。
　前記電流推定手段１６には、送電線の磁界を検出する非接触式を用いても良く、送電線
にシャント抵抗等を設けて両端の電圧により検出する形式を用いても良い。また、電流推
定手段１６は、後述するモータドライバ１５を構成する回路の所定箇所の電圧等により検
出する形式としても良い。
【００２５】
　モータドライバ１５は、モータ電流制御部１４の出力に応じて電動モータ３にモータ電
流を印加する手段であり、例えばＦＥＴ等のスイッチ素子を用いたハーフブリッジ回路に
よってバッテリの直流電流を交流電力に変換する。モータドライバ１５は、この変換され
た交流電流を電動モータ３に印加するにつき、所定のデューティ比によりモータ印加電圧
を決定するＰＷＭ制御を行う構成とする。ＰＷＭ制御に代えて、変圧回路等（図示せず）
を設け、ＰＡＭ制御を行う構成としても良い。
【００２６】
　以上の基本構成を持つ電動ブレーキ制御装置２において、この実施形態では、次の直接
荷重推定手段１７、間接荷重推定手段１８、およびヒステリシス補間手段１９を備える。
直接荷重推定手段１７は、荷重センサ６の出力を用いて前記押圧力を推定する手段である
。間接荷重推定手段１８は、荷重センサ６の出力を用いずに前記押圧力を推定する手段で
あり、予め求められた荷重センサ以外の状態量と荷重センサ出力との相関等に基づいて荷
重推定を行う。
【００２７】
　直接荷重推定手段１７は、荷重センサ６の出力変化と押圧力の増圧量との相関、すなわ
ちブレーキ荷重を増圧するときの荷重センサ６の出力と実際のブレーキ荷重との相関であ
る第一の推定相関に基づいて増圧時の押圧力の推定を行う第一の推定相関利用推定部１７
ａと、前記荷重センサ６の出力変化と前記押圧力の減圧量との相関、すなわち減圧すると
きの荷重センサ６の出力と実際のブレーキ荷重との相関である第二の推定相関に基づいて
減圧時の押圧力の推定を行う第二の推定相関利用推定部１７ｂとを有する。
　前記第一および第二の推定相関は、例えばセンサ出力と荷重増圧変換テーブルおよびセ
ンサ出力と荷重減圧変換テーブル等として、前記各推定部１７ａ，１７ｂに設定されてい
る。テーブルを用いる代わりに、所定の関数による直接演算を行うようにしても良い。
【００２８】
　間接荷重推定手段１８は、前記荷重センサ６の出力を用いずに前記押圧力を推定する手
段である。
　間接荷重推定手段１８は、例えば電動ブレーキアクチュエータ１の剛性等に依存したモ
ータ角度とブレーキ荷重との相関に基づき推定しても良く、電動ブレーキアクチュエータ
の効率やモータ特性等に依存したモータ電流とブレーキ荷重との相関に基づき推定しても
良く、あるいはこれらの手法を適宜併用しても良い。モータ角度とブレーキ荷重との相関
を用いる場合は、角度推定センサ５が推定したモータ角度を用いて前記荷重を推定する。
モータ電流とブレーキ荷重との相関を用いる場合は、電流推定手段１６が検出したモータ
電流を用いて前記荷重を推定する。
　間接荷重推定手段１８による推定についても、変換テーブルを用いても良く、また所定
の関数による直接演算を用いても良い。
【００２９】
　ヒステリシス補間手段１９は、主に増圧と減圧との切替に伴い荷重センサ出力と実際の
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荷重との相関において生じるヒステリシスの影響を低減する手段であり、増減圧切替判断
部１９ａと制御切替部１９ｂとを有する。
　増減圧切替判断部１９ａは、電動ブレーキアクチュエータ１の押圧力の増圧動作が減圧
動作に切り替わる判断と、減圧動作が増圧動作に切り替わる判断とを行う手段であり、具
体的には、直動機構４ａが増圧から減圧に転じた状態と、またはその逆に減圧から増圧に
転じた状態とを検出する。より具体的には、例えば角度推定手段５の角度推定値を用い、
電動モータ３のモータ角度の変化方向が増圧方向から減圧方向に変化した状態、およびそ
の逆において、前記の増減圧の転じた状態として判断する。
【００３０】
　制御切替部１９ｂは、前記増減圧切替判断部１９ａの判断等に応じて、荷重推定機能を
適切に切り替える機能を有する。具体的には、例えば電動ブレーキアクチュエータ１のブ
レーキ荷重の増圧時に、直接荷重推定手段１７における第一の推定相関（増圧時の荷重セ
ンサ相関）を用いて制御している状態において、増圧から減圧への切替が発生すると、荷
重センサ６の出力はヒステリシスを生じる為、荷重センサ６の出力を用いない間接荷重推
定手段１８を使用したブレーキ荷重制御へと切り替える。すなわち、ブレーキ荷重制御器
１３に入力される荷重の推定値を、スイッチ２０の切替えによって間接荷重推定手段１８
に切替える。前記スイッチ２０の切替えを前記制御切替部１９ｂが行う。なお、前記スイ
ッチ２０は、概念上の記載であり、物理的なスイッチではなくデータフロー分岐として演
算器に実装することができる。
【００３１】
　その後、減圧方向に電動モータ３が所定量より回転すると、荷重センサ６の出力が第二
の推定相関（減圧時の荷重センサ相関）と概ね一致する為、直接荷重推定手段１７の出力
がブレーキ荷重制御器１３に入力させるようにスイッチ２０を切り替え、ブレーキ荷重制
御器１３は、減圧時の荷重センサ相関を用いてブレーキ荷重制御を行う。
【００３２】
　また、減圧から増圧に転じる場合においても、増圧から減圧に転じる場合と同様に、荷
重センサ６の出力はヒステリシスを生じる。そのため、制御切替部１９ｂは、上記の増圧
と減圧を反転させた機能により、前記と同様に実行する。その他、例えば間接荷重推定手
段１８から直接荷重推定手段１７へと切り替える場合の所定の条件については、電動モー
タ３のモータ角度ではなく荷重センサ６の出力が所定量より変化した条件に基づいても良
い。
【００３３】
　なお、上記構成の電動ブレーキ制御装置２を構成する各機能達成手段は、例えばマイコ
ン（マイクロコンピュータ）、ＦＰＧＡ、ＤＳＰ等の演算器により実装することが好まし
く、これにより安価で高機能となり好適である。
【００３４】
　上記構成のブレーキ動作の例を説明する。図２（Ａ）は、荷重センサ６の出力と押圧力
（ブレーキ荷重）との相関を示す。この相関は、単調増圧および単調減圧する際の比較的
線形な荷重センサ出力相関（単調増圧相関、単調減圧相関）と、これら単調増圧相関と単
調減圧相関との中間における非線形なヒステリシスとを有する。
　図２（Ｂ）は、電動モータ３のモータ角度と押圧力（ブレーキ荷重）との相関を示す。
一般的に、モータ角度の増大に従って押圧力は増大するが、モータ角度の増大に従って押
圧力の増大率も増大する非線形の関係曲線となる。
【００３５】
　図３は、図１における、電動モータ３のモータ角度と押圧力（ブレーキ荷重）との相関
に基づく間接荷重推定手段１８を用いる場合の、電動ブレーキ装置の動作例を示す。同図
において、破線は押圧力（ブレーキ荷重）目標値を示し、実線は、押圧力（ブレーキ荷重
）の実際値を示す。
　同図（Ａ）は、図１における直接荷重推定手段１７の推定値のみを用いて押圧力（ブレ
ーキ荷重）を制御する例を示す。この場合、図２（Ａ）に示すヒステリシス特性により、
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増圧から減圧に転じた状態において、押圧力（ブレーキ荷重）の実際値が目標値から大き
く乖離しており、押圧力（ブレーキ荷重）の制御精度が低下する。
　図３（Ｂ）は、同図（Ａ）に対して、この実施形態を適用した場合を示す。この場合、
押圧力（ブレーキ荷重）が単調増加する間（区間(1))は、直接荷重推定手段１７の推定値
を用いる押圧力フィードバック制御を行い、前記増減圧切替判断部１９ａの判断結果によ
る前記増圧動作と減圧動作の切り替わり後、前記電動ブレーキアクチュエータ１の駆動量
が所定量に達するまでの状態（区間(2))においては、モータ角度制御、すなわち前記間接
荷重推定手段１８に基づく追従制御を実行している。駆動量が所定量に達した押圧力（ブ
レーキ荷重）が単調減少する間（区間(3))では、再度、押圧力フィードバック制御を行っ
ている。そのため、前記区間(3)、すなわち単調増加から単調減少に変化する間のヒステ
リシス特性が影響せず、押圧力（ブレーキ荷重）の実際値が目標値に略一致しており、押
圧力（ブレーキ荷重）の制御精度が確保されている。前記モータ角度制御の代わりに、区
間(2) において、モータ電流制御を行った場合も、モータ角度制御と同様な制御を行うこ
とができる。
【００３６】
　このように、この実施形態によると、荷重センサ６のヒステリシスが適切に補償される
ことで、電動ブレーキの制御精度が向上する。また、荷重センサ６にヒステリシスが許容
されることで設計が容易になり、低コストや省スペース設計が可能となる。これらのため
、自動車の車輪の制動に適用した場合は、安全性の向上、および運転フィーリングの向上
が得られる。
【００３７】
　前記間接荷重推定手段１８につき、補足説明をする。例えばモータ角度とブレーキ荷重
との相関は、電動ブレーキアクチュエータ１の温度や、摩擦材８（図４参照）の摩耗状態
等に応じて変化する。また、例えばモータ電流とブレーキ荷重との相関は、モータ温度や
電動ブレーキアクチュエータ１の各部の摺動抵抗等に依存して変化する。即ち、間接荷重
推定手段１８のみで精密なブレーキ荷重制御を行うことは困難である。しかしながら、こ
の実施形態のように限られた範囲（区間(2))および条件における相対変化の推定であれば
、比較的良好なブレーキ荷重推定が行える。
【００３８】
　以上、実施例に基づいて本発明を実施するための形態を説明したが、ここで開示した実
施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない。本発明の範囲は上記した説
明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内
でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００３９】
１…電動アクチュエータ
２…電動ブレーキ制御装置
３…電動モータ
４…摩擦材操作手段
５…角度推定手段
６…荷重センサ
７…ブレーキロータ
８…摩擦材
９…ブレーキ操作手段
１１…主制御手段
１２…荷重変換器
１３…ブレーキ荷重制御器
１４…モータ電流制御器
１６…電流推定手段
１７…直接荷重推定手段
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１８…間接荷重推定手段
１９…ヒステリシス補間手段
１７ａ…第一の推定相関利用推定部
１７ｂ…第二の推定相関利用推定部
１９ａ…増減圧切替判断部
１９ｂ…制御切替部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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